
議案第８０号 

 

岡山県市町村税整理組合を組織する市町村数の増加等 

及び岡山県市町村税整理組合規約の変更について 

 

地方自治法第２８６条第１項の規定により，令和８年４月１日をもって岡山

県市町村税整理組合の共同処理する事務に，森林環境税及び森林環境譲与税に

関する法律（平成３１年法律第３号）第２条第５号に規定する森林環境税に係る

徴収金に関する事務を加え，また，令和８年４月１日から岡山県市町村税整理 

組合へ井原市を加入させることを承認するとともに，岡山県市町村税整理組合

規約を次のとおり変更する。 

 

 

令和７年１１月２８日提出 

 

 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 

提案理由 

個人の市町村民税の均等割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と

併せて森林環境税を賦課徴収することに伴い，岡山県市町村税整理組合の 

共同処理する事務の内容を変更し，並びに岡山県市町村税整理組合に新たに

井原市を加入させることを承認するとともに，規約を変更する必要がある 

ため，地方自治法第２９０条の規定により，市議会の議決を経ようとする 

ものである。 



 



笠岡市 

井原市 

 

「 

」 

「 
笠岡市 

 」 

岡山県市町村税整理組合規約の一部を変更する規約 

 

 岡山県市町村税整理組合規約（昭和３３年岡山県指令第３３８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第３条中「市町村税，」の次に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

（平成３１年法律第３号）第２条第５号に規定する森林環境税に係る徴収金，」

を加える。 

 
 

別表第１及び別表第２中      を      に改める。 

 

附 則 

この規約は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 


